
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）各セル空間の全側面が筒状濾材壁によって覆われ、且つ上面及び下面が
微小筒状セルの複数個を、それらの長さ方向を実質的に平行な状態で集合してなる濾過部
と、
（Ｂ）前記濾過部の中央部に設けられ、長さ方向が前記微小筒状セルの長さ方向と実質的
に平行であり、上面及び下面の両方が開口し、全側面を前記濾過部に囲まれて、前記微小
筒状セルの内径よりも大きな内径を有する筒状縦孔と
からなる筒状フィルタ部材であって；
前記筒状フィルタ部材が、
（１）幅方向における断面形状が変形可能である変形可能微小筒状セル複数個を集合して
なり、前記濾過部に変形可能であり、しかも、対向する濾過部外側側面形成用側面及び濾
過部内側側面形成用側面と、対向する結合用側面２面とを有する変形可能微小筒状セル集
合体１個又はそれ以上を準備し、
（２）前記濾過部外側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ
方向に対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部外側側面形成用側面を変形させ、前記濾
過部外側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部外側側面形成用側面が
前記濾過部の外側側面を形成し、同時に、
前記濾過部内側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ方向に
対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部内側側面形成用側面を変形させ、前記濾過部内
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側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部内側側面形成用側面が前記濾
過部の内側側面を形成するように、前記変形可能微小筒状セル集合体を変形させ、そして
、
（３Ａ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が１個である場合には、変形可能微小筒
状セル集合体の一方の結合用側面ともう一方の結合用側面とを結合して形成したものであ
る
か、あるいは、
（３Ｂ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が２個以上である場合には、隣接する変
形可能微小筒状セル集合体の結合用側面を相互に結合して変形可能微小筒状セル集合体を
一体化して形成したものである
ことを特徴とする、筒状フィルタ部材。
【請求項２】
請求項１に記載の筒状フィルタ部材を含む筒状フィルタ。
【請求項３】
　微小筒状セル１個又はそれ以上のセル空間内に、濾過材が充填され る、請求項２に
記載の筒状フィルタ。
【請求項４】
請求項１に記載の筒状フィルタ部材の製造方法であって、
（１）幅方向における断面形状が変形可能である変形可能微小筒状セル複数個を集合して
なり、前記濾過部に変形可能であり、しかも、対向する濾過部外側側面形成用側面及び濾
過部内側側面形成用側面と、対向する結合用側面２面とを有する変形可能微小筒状セル集
合体１個又はそれ以上を準備し、
（２）前記濾過部外側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ
方向に対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部外側側面形成用側面を変形させ、前記濾
過部外側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部外側側面形成用側面が
前記濾過部の外側側面を形成し、同時に、
前記濾過部内側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ方向に
対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部内側側面形成用側面を変形させ、前記濾過部内
側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部内側側面形成用側面が前記濾
過部の内側側面を形成するように、前記変形可能微小筒状セル集合体を変形させ、そして
、
（３Ａ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が１個である場合には、変形可能微小筒
状セル集合体の一方の結合用側面ともう一方の結合用側面とを結合するか、あるいは、
（３Ｂ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が２個以上である場合には、隣接する変
形可能微小筒状セル集合体の結合用側面を相互に結合して変形可能微小筒状セル集合体を
一体化する
ことを特徴とする、前記製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、筒状フィルタ部材及びその製造方法、並びに前記の筒状フィルタ部材を含む筒
状フィルタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
液体や気体などの被処理流体に含まれるダスト（塵埃）を捕集して流体を浄化することの
できるフィルタの１種として、垂直流式円筒状フィルタが知られている。この垂直流式円
筒状フィルタは、一般に、多数の流体通過用細孔を側壁に有する中空パイプを中心部に設
け、その中空パイプの周囲に濾材を巻き付けた構造からなり、被処理流体を、円筒状フィ
ルタの外側側面から中空パイプの方向（又は、その逆方向、すなわち、中空パイプの内側
から円筒状フィルタの外側側面の方向）へ、濾材層に対して実質的に垂直に通過させて濾
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過処理を行う。しかしながら、このような垂直流式円筒状フィルタは、一般的に濾過面積
に限界があるため、処理流量が少なく、フィルタ寿命が短い。
【０００３】
一方、垂直流式平板状フィルタとして、互いに平行に配置された複数の筒状セルの集合体
からなるフィルタが知られている。例えば、特開平６－７１１２８号公報には、図９に示
すようなハニカム構造体からなるフィルタ１００が開示されている。図９に示すフィルタ
１００は、通気性又は透水性を有する濾材シートから構成された筒状セル４００を複数個
集合させたハニカム構造体からなる。このフィルタでは、前記筒状セル４００のセル濾材
壁６００が作用面となり、被処理流体は、前記フィルタ１００の一方の側面から前記セル
濾材壁６００に対して垂直な方向（矢印Ａで示す方向）で流入し、セル濾材壁６００を通
過する際に濾過処理を受け、前記フィルタ１００のもう一方の反対側側面からセル濾材壁
６００に対して垂直な方向（矢印Ｂで示す方向）に流出する。図９に示すフィルタは、ハ
ニカム構造体からなるため、剛性が高く（すなわち、形状保持性に優れ）、しかも、濾過
面積が広いなどの優れた種々の特性を示す。
【０００４】
このようなハニカム構造体に由来する優れた特性を垂直流式円筒状フィルタに付与するこ
とを意図して、前記ハニカム構造体からなる長尺シート（濾材）を作成し、その長尺シー
ト状ハニカム構造体を前記のような中空パイプに巻回することにより、垂直流式円筒状フ
ィルタを構成することが考えられる。しかしながら、こうしたハニカム構造体からなる長
尺シートを使用した円筒状フィルタでは、巻回によって加わる力のために個々のハニカム
構造が変形（例えば、平板状になる）し、所望の特性（例えば、形状保持性又は優れた濾
過性能）を充分に得ることができない等の問題点が生じる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の課題は、従来技術の前記の欠点を解消して、所望の濾過性能が得られ、
しかも、形状保持性に優れ、濾過面積が広い筒状フィルタ部材、及びその製造方法、並び
に前記筒状フィルタ部材を含む筒状フィルタを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前記の課題は、本発明による、（Ａ）各セル空間の全側面が筒状濾材壁によって覆われ
、且つ上面及び下面が 微小筒状セルの複数個を、それらの長さ方向を実質的に
平行な状態で集合してなる濾過部と、
（Ｂ）前記濾過部の中央部に設けられ、長さ方向が前記微小筒状セルの長さ方向と実質的
に平行であり、上面及び下面の両方が開口し、全側面を前記濾過部に囲まれて、前記微小
筒状セルの内径よりも大きな内径を有する筒状縦孔と
からなる筒状フィルタ部材であって；
前記筒状フィルタ部材が、
（１）幅方向における断面形状が変形可能である変形可能微小筒状セル複数個を集合して
なり、前記濾過部に変形可能であり、しかも、対向する濾過部外側側面形成用側面及び濾
過部内側側面形成用側面と、対向する結合用側面２面とを有する変形可能微小筒状セル集
合体１個又はそれ以上を準備し、
（２）前記濾過部外側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ
方向に対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部外側側面形成用側面を変形させ、前記濾
過部外側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部外側側面形成用側面が
前記濾過部の外側側面を形成し、同時に、
前記濾過部内側側面形成用側面に沿った方向で、且つ変形可能微小筒状セルの長さ方向に
対して実質的に垂直な方向に、前記濾過部内側側面形成用側面を変形させ、前記濾過部内
側側面形成用側面の曲率を変化させることによって、濾過部内側側面形成用側面が前記濾
過部の内側側面を形成するように、前記変形可能微小筒状セル集合体を変形させ、そして
、
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（３Ａ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が１個である場合には、変形可能微小筒
状セル集合体の一方の結合用側面ともう一方の結合用側面とを結合して形成したものであ
る
か、あるいは、
（３Ｂ）使用する変形可能微小筒状セル集合体数が２個以上である場合には、隣接する変
形可能微小筒状セル集合体の結合用側面を相互に結合して変形可能微小筒状セル集合体を
一体化して形成したものである
ことを特徴とする、筒状フィルタ部材によって解決することができる。
　また、本発明は、前記筒状フィルタ部材を含む筒状フィルタ、及び前記筒状フィルタ部
材の製造方法に関する。
【０００７】
本発明の筒状フィルタにより処理することのできる「流体」には、液体と気体の両方が含
まれる。本明細書においては、筒状フィルタ部材で濾過処理を行なう前（すなわち、筒状
フィルタ部材を構成する濾過部の流入面を通過する前）の未処理の流体、及び濾過処理中
（すなわち、前記濾過部を通過中）の流体を「被処理流体」と称し、筒状フィルタ部材で
濾過処理を行なった後（すなわち、前記濾過部の流出面を通過した後）の流体を「処理流
体」と称する。
【０００８】
本明細書において、「筒状縦孔」とは、典型的な機能として、例えば、筒状フィルタ部材
の上面及び／又は下面に連結している適当な被処理流体供給手段から供給される被処理流
体を通過させ、筒状縦孔の内側壁面から微小筒状セルを経由して筒状フィルタ部材の外側
側面へ被処理流体を送るか、あるいは逆に、筒状フィルタ部材の外側側面から供給される
被処理流体を、微小筒状セルを経由して筒状縦孔へ送り、筒状フィルタ部材の上面及び／
又は下面に連結している適当な処理流体回収手段へ送ることができ、その内径が微小筒状
セルの内径よりも大きい筒状空間を意味する。なお、筒状縦孔の「内径」とは、断面形状
（幅方向における）が円である場合には、円の直径を意味し、円以外の形状である場合に
は、断面形状における最大寸法を意味する。また、微小筒状セルの「内径」とは、筒状縦
孔に隣接する微小筒状セルの断面形状における最大寸法の平均値を意味する。
【０００９】
　また、本明細書において、「微小筒状セル」とは、「筒状濾材壁」（すなわち、セル濾
材壁）と、その筒状濾材壁に囲まれた中空の「セル空間」とからなり、筒状の中空セル空
間の全側面を筒状濾材壁（セル濾材壁）によって囲まれた濾過単位（すなわち、被処理流
体を筒状濾材壁に通過させることによって濾過処理を行う最小単位）を意味し、好ましく
は、幅方向の断面形状が、上面から下面の長さ方向に実質的に一定である筒状形状を有す
る。
　なお、本明細書における、筒状形状を有する構造体（例えば、微小筒状セル 状縦孔
、筒状フィルタ部材、又は筒状フィルタなど）においては、「長さ方向」とは、構造体の
中心軸に沿った（平行な）方向を意味し、「幅方向」とは、前記「長さ方向」に垂直な方
向を意味する。なお、前記中心軸が存在しないか、あるいは、不明瞭な場合には、概ね、
上面の中心（中心が存在しないか、あるいは、不明瞭な場合には、中心に相当する点）と
下面の中心（中心が存在しないか、あるいは、不明瞭な場合には、中心に相当する点）と
を結ぶ方向を意味する。
【００１０】
　また、本明細書において、「変形可能微小筒状セル」とは、その断面形状（幅方向にお
ける）が、長さ方向に対して実質的に垂直な方向に変形可能である微小筒状セルを意味し
、前記のように変形させることにより、前記「微小筒状セル」となることができる。なお
、前記「変形」には、構造的な「変形」だけでなく、本発明においてはセル濾材壁が繊維
質材料からなるので、材料それ自体の「変形」（例えば 力による伸長）も含まれる。
【００１１】
また、「変形可能微小筒状セル集合体」とは、前記の「変形可能微小筒状セル」の複数個
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を、それらの長さ方向が実質的に平行な状態で配列し、内部に「筒状縦孔」を設けていな
い集合体であって、濾過部外側側面形成用側面１面、濾過部内側側面形成用側面１面、及
び結合用側面２面を有し、しかも、前記濾過部外側側面形成用側面と前記濾過部内側側面
形成用側面とが対向し、且つ前記結合用側面２面が対向している集合体を意味する。なお
、前記「変形可能微小筒状セル集合体」には、変形後に「筒状濾材壁」と「セル空間」と
からなる「微小筒状セル」を形成することができる限り、変形前の状態において、筒状濾
材壁が相互に接触し、セル空間が実質的に存在していない（すなわち、「潜在的な」セル
空間が存在する）「変形可能微小筒状セル」を少なくともその一部（全部の場合も含む）
として含むセル集合体も含まれる。
「変形可能微小筒状セル集合体」は、好ましくは、実質的にほぼ同じ長さの微小筒状セル
を、それぞれの上面及び下面が実質的に同一平面を形成するように、集合させる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に沿って、本発明の筒状フィルタ部材を説明する。図１は、本発明の筒状
フィルタ部材における１実施態様を上面側から見た斜視図であり、図２は、その筒状フィ
ルタ部材１の上面の一部１ａ（図１の破線部）を切り取って、上面側から見た拡大部分平
面図であり、図３は、その筒状フィルタ部材１の上面の一部１ｂ（図１の一点鎖線部）を
切り取って、上面側から見た拡大部分平面図である。
【００１３】
図１～図３に示す筒状フィルタ部材１は、ハニカム構造の微小筒状セル群から構成される
濾過部２と、その濾過部２の中央部に設けられた中央貫通孔３とからなる。中央貫通孔３
は、筒状フィルタ部材１の上面１１から下面１２まで貫通し、本発明の筒状フィルタ部材
における筒状縦孔として機能する。
前記濾過部２は、濾過部２の内側側面２２から濾過部２の外側側面２１に向かって配置さ
れた複数の濾材板からなる。濾過部２を形成する前記濾材板は、隣接して配置されている
２枚の平面状濾材板６３ａ，６３ｂ以外は、すべて折り曲げ濾材板（すなわち、山部と谷
部とが周期的に繰り返すように平面状濾材板が折り曲がった構造からなる濾材板）６１で
ある。
【００１４】
各々の折り曲げ濾材板６１には、隣接する両側の折り曲げ濾材板と結合する部分と、隣接
する両側の折り曲げ濾材板と結合しない部分とが、交互に設けられている。例えば、図２
に示すように、折り曲げ濾材板６１ａは、隣接する一方の折り曲げ濾材板６１ｂと接触面
６２ｘで部分的に結合した後に、隣接するもう一方の折り曲げ濾材板６１ｃと接触面６２
ｙで部分的に結合しており、それらの間には、隣接する折り曲げ濾材板６１ｂ，６１ｃの
いずれとも結合しない領域が存在する。
【００１５】
一方、２枚の平面状濾材板６３ａ，６３ｂの各々は、互いに接触面６４で全面的に結合す
ると共に、その反対側の面で、隣接する折り曲げ濾材板と部分的に結合している。例えば
、図３に示すように、平面状濾材板６３ａは、隣接する折り曲げ濾材板６１ｄと接触面６
５ｘで結合した後に、非結合部を有し、再び接触面６５ｙで結合しており、接触面６５ｘ
と接触面６５ｙとの間には、隣接する折り曲げ濾材板６１ｄと結合しない領域が存在する
。一方、平面状濾材板６３ａは、その反対側の面で、隣接する平面状濾材板６３ｂと接触
面６４で全面的に結合している。
【００１６】
濾過部２のハニカム構造を構成する各微小筒状セル４におけるセル空間５は、全側面を折
り曲げ濾材板６１及び／又は平面状濾材板６３によって囲まれており、前記折り曲げ濾材
板６１及び平面状濾材板６３は、本発明による筒状フィルタ部材における筒状濾材壁（セ
ル濾材壁）６として機能する。
濾過部２のハニカム構造は、隣接する各濾材板の各接触面（すなわち、折り曲げ濾材板と
折り曲げ濾材板との接触面６２、平面状濾材板と平面状濾材板との接触面６４、又は折り
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曲げ濾材板と平面状濾材板との接触面６５）を、適当な手段（例えば、接着又は熱融着若
しくは超音波融着など）を用いて固定することにより保持されている。
【００１７】
図１～図３に示す筒状フィルタ部材１は、後述する製法の説明から明らかなように、各々
の微小筒状セルの形状及び大きさがすべて同一である変形可能微小筒状セル集合体（例え
ば、図４に示す変形可能微小筒状セル集合体９）を構造的に変形させることにより形成さ
れるので、相対的に内側に位置する微小筒状セル（例えば、濾過部２の内側側面２２に隣
接する微小筒状セル４ａ）と、相対的に外側に位置する微小筒状セル（例えば、濾過部２
の外側側面２１に隣接する微小筒状セル４ｂ）とを比較すると、これらの微小筒状セルの
形状に違いが見られる。
【００１８】
例えば、微小筒状セルの幅方向の断面形状における円周方向の長さに関しては、内側に位
置する微小筒状セル４ａの円周方向の長さＬ 1の方が、外側に位置する微小筒状セル４ｂ
の円周方向の長さＬ 2よりも短い。また、微小筒状セルの幅方向の断面形状における半径
方向の長さに関しては、内側に位置する微小筒状セル４ａの半径方向の長さＬ’ 1の方が
、外側に位置する微小筒状セル４ｂの半径方向の長さＬ’ 2よりも長い。更には、微小筒
状セルの断面形状である六角形における６個の内角の内、濾過部の内側側面２２側の内角
の角度に関しては、内側に位置する微小筒状セル４ａの内角の角度θ 1の方が、外側に位
置する微小筒状セル４ｂの内角の角度θ 2よりも小さい。
【００１９】
図１及び図２に示す筒状フィルタ部材１においては、濾過部２における各微小筒状セル４
のセル空間は、筒状フィルタ部材１の上面１１から下面１２まで貫通し、それぞれの微小
筒状セル４のセル空間は、その長さ方向に関して相互に実質的に平行である。更には、各
微小筒状セル４のセル空間は、中央貫通孔３に対しても実質的に平行である。
【００２０】
前記筒状フィルタ部材１では、被処理流体を、濾過部２の外側側面２１から中央貫通孔３
の方向に向かって（以下、求心方向と称することがある）、あるいは、その逆方向、すな
わち、中央貫通孔３から濾過部２の外側側面２１の方向に向かって（以下、遠心方向と称
することがある）、濾過部２中を通過させる際に濾過処理を行ない、処理流体を得ること
ができる。被処理流体を求心方向に通過させる場合には、濾過部２の外側側面２１が被処
理流体流入面となり、濾過部２の中央貫通孔３に露出する面（内側側面）２２が処理流体
流出面となる。一方、被処理流体を遠心方向に通過させる場合には、濾過部２の内側側面
２２が被処理流体流入面となり、濾過部２の外側側面２１が処理流体流出面となる。
【００２１】
本発明の１実施態様である図１～図３に示す筒状フィルタ部材１を製造するのに用いるこ
とのできる変形可能微小筒状セル集合体を、図４及び図５に示す。図４は、変形可能微小
筒状セル集合体９を上面側から見た斜視図であり、図５は、その変形可能微小筒状セル集
合体９の上面の一部９ａ（図４の破線部）を切り取って、上面側から見た拡大部分平面図
である。
【００２２】
図４及び図５に示すように、変形可能微小筒状セル集合体９は、複数の濾材板が積層され
たハニカム構造の変形可能微小筒状セル群から構成されている。積層されている前記の濾
材板の内、両端の最外層に位置する濾材板が、平面状濾材板６３ｐ，６３ｑであり、残る
濾材板はすべて折り曲げ濾材板６１である。
【００２３】
図４に示すように、変形可能微小筒状セル集合体９には、対向する上面及び下面が存在し
、対向する側面の組合せが２組存在する。その内の一方の側面の組合せである結合用側面
９３ａ，９３ｂは、積層した濾材板の最外層に位置する平面状濾材板６３ｐ，６３ｑの外
側表面からなる平滑面である。また、もう一方の側面の組合せである、濾過部内側側面形
成用側面９４及び濾過部外側側面形成用側面９５は、折り曲げ濾材板において筒状濾材壁
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として機能していない端部領域６６の露出表面と、その端部領域に隣接する変形可能微小
筒状セル４’ａを形成するセル濾材壁の内、セル空間と同時に周囲空間にも露出している
セル濾材壁６７の周囲空間側の露出表面とからなる。なお、図４及び図５に示す変形可能
微小筒状セル集合体９における濾過部内側側面形成用側面９４及び濾過部外側側面形成用
側面９５は、前記端部領域６６を含む側面であるが、本発明においては、濾過部内側側面
形成用側面及び／又は濾過部外側側面形成用側面は、セル空間と同時に周囲空間にも露出
しているセル濾材壁の周囲空間側の露出表面のみからなる側面であることもできる。
【００２４】
変形可能微小筒状セル集合体９を構成する各変形可能微小筒状セル４’のセル空間は、変
形可能微小筒状セル集合体９の上面９１から下面９２まで貫通し、それぞれの変形可能微
小筒状セル４’のセル空間は、その長さ方向に関して相互に実質的に平行である。各変形
可能微小筒状セル４’におけるセル空間５は、その全側面を折り曲げ濾材板６１及び／又
は平面状濾材板６３に囲まれており、前記折り曲げ濾材板６１及び平面状濾材板６３は、
筒状濾材壁（セル濾材壁）６として機能する。
【００２５】
各々の折り曲げ濾材板６１には、隣接する両側の折り曲げ濾材板と結合する部分と、隣接
する両側の折り曲げ濾材板と結合しない部分とが、交互に設けられている。例えば、図５
に示すように、折り曲げ濾材板６１ｐは、隣接する一方の折り曲げ濾材板６１ｑと接触面
６２ｚで部分的に結合した後に、隣接するもう一方の折り曲げ濾材板６１ｒと接触面６２
ｕで部分的に結合しており、それらの間には、隣接する折り曲げ濾材板６１ｑ，６１ｒの
いずれとも結合しない領域が存在する。
一方、２枚の平面状濾材板６３ｐ，６３ｑの各々は、変形可能微小筒状セル集合体９の最
外層に位置するので、その外側表面は、いずれの濾材板（平面状濾材板及び折り曲げ濾材
板を含む）とも結合せず、その反対側の面で、隣接する折り曲げ濾材板と部分的に結合し
ている。
【００２６】
各々の変形可能微小筒状セル４’においては、そのセル空間の側面の少なくとも一部が平
面状濾材板に囲まれている変形可能微小筒状セル以外は、幅方向における断面形状が六角
形である。断面形状が六角形である変形可能微小筒状セルは、セル空間の全側面が折り曲
げ濾材板に囲まれており、その長さ方向に対して実質的に垂直な方向に、断面形状（幅方
向における）を構造的に変形（すなわち、構造に依存する変形）することが可能である。
【００２７】
例えば、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９において、変形可能微小筒状
セル４’ａに、その長さ方向に対して実質的に垂直な方向で、且つ濾過部内側側面形成用
側面９４（又は濾過部外側側面形成用側面９５）に沿った方向（図４及び図５において矢
印Ｃ及び矢印Ｄで示す方向）に押し縮める力を加えると、
（１）その幅方向の断面形状における、濾過部内側側面形成用側面９４（又は濾過部外側
側面形成用側面９５）に沿った方向の長さＬ 3が小さくなり、
（２）その幅方向の断面形状における、濾過部内側側面形成用側面９４（又は濾過部外側
側面形成用側面９５）に沿った方向に対して実質的に垂直な方向の長さＬ’ 3が大きくな
り、
（３）断面形状である六角形における６個の内角の内、平面状濾材板６３に対して実質的
に平行な方向に位置する内角（例えば、濾過部内側側面形成用側面９４側の内角）の角度
θ 3が小さくなる
ように、変形可能微小筒状セル４’ａを構造的に変形することができる。
【００２８】
一方、前記の変形可能微小筒状セル４’ａに、これとは逆方向の力、すなわち、その長さ
方向に対して実質的に垂直な方向で、且つ濾過部内側側面形成用側面９４（又は濾過部外
側側面形成用側面９５）に沿った方向（図４及び図５において矢印Ｅ及び矢印Ｆで示す方
向）に引き伸ばす力を加えると、
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（１）その幅方向の断面形状における、濾過部内側側面形成用側面９４（又は濾過部外側
側面形成用側面９５）に沿った方向の長さＬ 3が大きくなり、
（２）その幅方向の断面形状における、濾過部内側側面形成用側面９４（又は濾過部外側
側面形成用側面９５）に沿った方向に対して実質的に垂直な方向の長さＬ’ 3が小さくな
り、
（３）断面形状である六角形における６個の内角の内、平面状濾材板６３に対して実質的
に平行な方向に位置する内角（例えば、濾過部内側側面形成用側面９４側の内角）の角度
θ 3が大きくなる
ように、変形可能微小筒状セル４’ａを構造的に変形することができる。
【００２９】
このように、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９に含まれるすべての変形
可能微小筒状セルは、その長さ方向に対して実質的に垂直な方向に断面形状（幅方向にお
ける）が変形可能であり、その長さ方向に対して実質的に垂直な方向の力（押し縮める力
、及び引き伸ばす力の両方を含む）を及ぼすことにより変形可能である。なお、この場合
には、変形可能微小筒状セル集合体の端部（すなわち、断面形状が台形である変形可能微
小筒状セルを含む領域）と、変形可能微小筒状セル集合体の中央部（すなわち、断面形状
が六角形である変形可能微小筒状セルのみを含む領域）とでは、変形の程度が異なるので
、端部と中央部とではひずみが生じるが、このひずみは、変形可能微小筒状セル集合体全
体として吸収される。
【００３０】
以下、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９を用い、それを変形させた後に
、結合用側面を結合することによって、図１～図３に示す筒状フィルタ部材１を製造する
工程について説明する。
対向する濾過部内側側面形成用側面９４及び濾過部外側側面形成用側面９５の内、濾過部
内側側面形成用側面９４に露出している変形可能微小筒状セル４’ａが、それらの長さ方
向に対して実質的に垂直な方向で、且つ前記濾過部内側側面形成用側面９４に沿った方向
（図４及び図５において矢印Ｃ及び矢印Ｄで示す方向）に押し縮められ、それと同時に、
濾過部外側側面形成用側面９５に露出している変形可能微小筒状セル４’ｂが、それらの
長さ方向に対して実質的に垂直な方向で、且つ前記濾過部外側側面形成用側面９５に沿っ
た方向（図４及び図５において矢印Ｅ及び矢印Ｆで示す方向）に引き伸ばされるように、
図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９を変形させる。なお、この場合、変形
可能微小筒状セル集合体９の上面９１と下面９２との相対的な位置関係及び両面間の距離
を変えないように、変形可能微小筒状セル集合体９を変形させる。
【００３１】
変形途中の変形可能微小筒状セル集合体９を、図６に示す。図６は、変形の途中段階にあ
る、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９を上面側から見た斜視図である。
なお、図６は、変形途中にある変形可能微小筒状セル集合体９の各表面の形状及び位置関
係を示すことが目的であるので、変形可能微小筒状セル集合体９の上面９１及び濾過部外
側側面形成用側面９５に表われるセル濾材壁を図示せずに省略した。
【００３２】
図６に示す変形可能微小筒状セル集合体９では、変形前には対向し、且つ互いに平行な位
置関係にあった結合用側面９３ａ，９３ｂが、同一平面上に位置する程度まで、濾過部内
側側面形成用側面９４が押し縮められ、且つ濾過部外側側面形成用側面９５が引き伸ばさ
れている。図６に示す状態の変形可能微小筒状セル集合体９の濾過部内側側面形成用側面
９４及び濾過部外側側面形成用側面９５の曲率は、変形前の曲率（曲率＝０）よりも大き
く、濾過部内側側面形成用側面９４は凹面形状となり、一方、濾過部外側側面形成用側面
９５は凸面形状となっている。
なお、本明細書において「曲率」とは、曲線の与えられた点でその曲線にもっともよく近
似する円の半径の逆数である。また、「濾過部内側側面形成用側面（又は濾過部外側側面
形成用側面）の曲率」とは、濾過部内側側面形成用側面（又は濾過部外側側面形成用側面
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）を、変形可能微小筒状セルの長さ方向に対して実質的に垂直な平面で切断した際に生じ
る切り口の曲線の曲率を意味する。
【００３３】
図６に示す状態から更に、変形可能微小筒状セル集合体９の変形を進めると、結合用側面
９３ａと結合用側面９３ｂとをその全面で接触させることができると同時に、濾過部内側
側面形成用側面９４に露出する変形可能微小筒状セル４’ａにより全側面を囲まれ、且つ
変形可能微小筒状セルの内径よりも大きな内径を有する筒状縦孔を形成させることができ
、この状態を維持したまま、接触した結合用側面９３ａ（すなわち、平面状濾材板６３ｐ
の外側表面）と結合用側面９３ｂ（すなわち、平面状濾材板６３ｑの外側表面）とを、適
当な手段（例えば、接着又は熱融着若しくは超音波融着など）を用いて固定することによ
り、図１～図３に示す筒状フィルタ部材１を得ることができる。
【００３４】
この場合、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９における濾過部内側側面形
成用側面９４が、図１～図３に示す筒状フィルタ部材１における内側側面２２となり、変
形可能微小筒状セル集合体９における濾過部外側側面形成用側面９５が、筒状フィルタ部
材１における外側側面２１となり、変形可能微小筒状セル集合体９における上面９１及び
下面９２が、それぞれ、筒状フィルタ部材１における上面１１及び下面１２となる。また
、変形可能微小筒状セル集合体９における平面状濾材板６３ｐ，６３ｑが、筒状フィルタ
部材１における平面状濾材板６３ａ，６３ｂとなり、変形可能微小筒状セル集合体９にお
ける結合用側面９３ａ（すなわち、平面状濾材板６３ｐの外側表面）と結合用側面９３ｂ
（すなわち、平面状濾材板６３ｑの外側表面）との結合面が、筒状フィルタ部材１におけ
る接触面６４となる。
【００３５】
本発明の筒状フィルタ部材を製造するのに用いることのできる変形可能微小筒状セル集合
体は、幅方向における断面形状が変形可能である変形可能微小筒状セル複数個を集合して
なるセル集合体である。このような変形可能微小筒状セル集合体としては、例えば、微小
筒状セルの断面形状（幅方向における）が多角形［例えば、四角形（特には菱形）又は六
角形］である変形可能微小筒状セル群からなるハニカム構造体を挙げることができる。
また、変形可能微小筒状セル集合体を構成する各変形可能微小筒状セルは、すべて同一の
形状及び大きさの微小筒状セルであることもできるし、形状及び／又は大きさの異なる２
種類以上の微小筒状セルであることもできる。また、変形可能微小筒状セル集合体を構成
する各変形可能微小筒状セルの配置も、規則的に配列されていることもできるし、不規則
に配列されていることもできる。
【００３６】
変形可能微小筒状セル集合体それ自体の形状も、対向する濾過部外側側面形成用側面及び
濾過部内側側面形成用側面と、対向する結合用側面２面とを有することのできる形状であ
る限り、特に限定されるものではないが、例えば、大略直方体形状、又は濾過部外側側面
形成用側面が凸型曲面であり、濾過部内側側面形成用側面が凹型曲面であり、残る４面が
平面である六面体形状（例えば、図６に示す形状）などを挙げることができる。
【００３７】
本発明に用いることのできる変形可能微小筒状セル集合体は、公知の方法、例えば、公知
の固定手段（例えば、接着又は熱融着若しくは超音波融着など）により濾材シート間を適
当に固定する方法、あるいは、伸縮性のある素材を利用してコルゲート加工する方法など
を用いて製造することができる。
【００３８】
本発明の筒状フィルタ部材を製造する場合には、これまで説明したように、１個の変形可
能微小筒状セル集合体から製造することもできるし、あるいは、複数個の変形可能微小筒
状セル集合体から製造することもできる。
例えば、複数個の変形可能微小筒状セル集合体を用いる場合には、それぞれの変形可能微
小筒状セル集合体を、図４及び図５に示す変形可能微小筒状セル集合体９において先に説
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明したのと同じように変形させた後（例えば、図６）に、隣接する変形可能微小筒状セル
集合体の結合用側面を相互に結合して、複数個の変形可能微小筒状セル集合体を一体化す
ることにより、本発明の筒状フィルタ部材を得ることができる。
【００３９】
これまでの説明から明らかなように、本発明の製法においては、変形可能微小筒状セル集
合体の濾過部外側側面形成用側面及び濾過部内側側面形成用側面の曲率（変形可能微小筒
状セルの長さ方向に対して実質的に垂直な方向における曲率）を変化させるように、変形
可能微小筒状セル集合体を変形させる。本発明においては、前記曲率が大きくなるように
変化させることが一般的であるが、曲率が小さくなるように変化させることもできる。
【００４０】
例えば、図４及び図５に示す直方体形状の変形可能微小筒状セル集合体における濾過部外
側側面形成用側面及び濾過部内側側面形成用側面の曲率は、０（すなわち、平面）であり
、曲率が大きくなるように変形可能微小筒状セル集合体を変形させることにより、本発明
の筒状フィルタ部材を得ることができる。
一方、曲率が小さくなるように変化させる例としては、複数個の変形可能微小筒状セル集
合体から本発明の筒状フィルタ部材を製造する場合を挙げることができる。例えば、濾過
部外側側面形成用側面及び濾過部内側側面形成用側面の曲率が、製造しようとする筒状フ
ィルタ部材の外側側面及び内側側面の曲率よりも大きい変形可能微小筒状セル集合体を用
いる場合には、曲率が小さくなるように変形可能微小筒状セル集合体を変形させることが
必要である。
【００４１】
本発明の製法においては、変形可能微小筒状セル集合体の濾過部外側側面形成用側面及び
濾過部内側側面形成用側面の曲率を変化させることによって変形可能微小筒状セル集合体
を変形させる場合に、図４～図６に沿って先に説明したように（１）濾過部内側側面形成
用側面に露出する変形可能微小筒状セルを押し縮め、且つ濾過部外側側面形成用側面に露
出する変形可能微小筒状セルを引き伸ばすように変形させることもできるし、あるいは、
（２）濾過部内側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セル、及び濾過部外側側面
形成用側面に露出する変形可能微小筒状セルの両方を引き伸ばすように変形させることも
できるし、（３）濾過部内側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セル、及び濾過
部外側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セルの両方を押し縮めるように変形さ
せることもできる。
【００４２】
濾過部内側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セル、及び濾過部外側側面形成用
側面に露出する変形可能微小筒状セルの両方を引き伸ばすように変形させる場合［前記（
２）の場合］の例としては、セル空間が実質的に存在していない（「潜在的」セル空間が
存在する）変形可能微小筒状セルのみが集合してなる変形可能微小筒状セル集合体を用い
た場合を挙げることができる。この場合には、濾過部内側側面形成用側面に露出する変形
可能微小筒状セル、及び濾過部外側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セルの両
方を、前者の引き伸ばしの程度よりも後者の引き伸ばしの程度が大きくなるように引き伸
ばし、変形可能微小筒状セル集合体を変形させることにより、本発明の筒状フィルタ部材
を得ることができる。
【００４３】
　濾過部内側側面形成用側面に露出する変形可能微小筒状セル、及び濾過部外側側面形成
用側面に露出する変形可能微小筒状セルの両方を押し縮めるように変形させる場合［前記
（３）の場合］の例としては、濾過部内側側面形成用側面及び濾過部外側側面形成用側面
に沿った方向に、セル空間がほ 限界まで（すなわち、それ以上引き伸ばすことができな
い程度まで）引き伸ばされている変形可能微小筒状セルのみが集合してなる変形可能微小
筒状セル集合体を用いた場合を挙げることができる。この場合には、濾過部内側側面形成
用側面に露出する変形可能微小筒状セル、及び濾過部外側側面形成用側面に露出する変形
可能微小筒状セルの両方を押し縮めるように、変形可能微小筒状セル集合体を変形させる
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ことにより、本発明の筒状フィルタ部材を得ることができる。
【００４４】
本発明の筒状フィルタ部材における微小筒状セルの断面形状（幅方向における）は、前記
の製法によって形成することのできる形状である限り、特に限定されるものではなく、例
えば、多角形［例えば、四角形（特には菱形）又は六角形］を挙げることができる。
また、各微小筒状セルは、すべて同一の形状及び大きさの微小筒状セルであることもでき
るし、形状及び／又は大きさの異なる２種類以上の微小筒状セルであることもできる。
【００４５】
各変形可能微小筒状セルの形状及び大きさがすべて同一である変形可能微小筒状セル集合
体を用いて、本発明の筒状フィルタ部材を製造すると、筒状フィルタ部材の濾過部におけ
る濾材板の密集度が不均一になる。すなわち、濾過部の外側表面に近いほど濾材板の密集
度が低くなり、濾過部の内側表面に近いほど濾材板の密集度が高くなる。従って、被処理
流体を、濾過部の外側側面から中央貫通孔の方向に向かって濾過部中を通過させると、粒
径の大きな固形物は、濾材板の密集度が低い外側表面に近い領域で先に捕集され、粒径の
小さな固形物のみが、濾材板の密集度が高い内側表面に近い領域に到達し、そこで捕集さ
れるので、広範囲の粒径分布を有する被処理流体を濾過することができるだけでなく、筒
状フィルタ部材の使用寿命を延ばすことができる。
【００４６】
本発明による筒状フィルタ部材の濾過部を構成する個々の微小筒状セルの上面及び下面は
、前記の製法から明らかなように開口面であるが、所望により、得られた筒状フィルタ部
材を更に加工することによって、上面及び／又は下面が閉鎖されていることもできる。
例えば、前記の微小筒状セルの上面及び下面の両方が開口面となる場合は、その微小筒状
セルのセル空間は濾過部の長さ方向（上面から下面への方向）に上面から下面まで延びる
貫通孔となる。
一方、変形可能微小筒状セル集合体の変形及び結合が終了した後に、上面及び／又は下面
を、筒状濾材壁と同様の濾材用材料によって、あるいは適当な封止手段によって閉鎖する
ことにより、前記のように濾過部の長さ方向に上面から下面まで延びる１つの微小筒状セ
ルのセル空間の上面及び／又は下面（濾過部の上面及び／又は下面と一致する）を閉鎖す
ることができる。
なお、本発明による筒状フィルタ部材の濾過部を構成する個々の微小筒状セルの上面及び
下面については、それら両方が同時に開放面又は閉鎖面である必要はない。
【００４７】
本発明の筒状フィルタ部材においては、微小筒状セルを形成するために、隣接する濾材シ
ートを相互に固定させる手段は、特に限定されるものではなく、濾過部を形成する濾材用
材料の種類に応じて、適宜、公知の固定手段（例えば、接着又は熱融着若しくは超音波融
着など）を用いることができる。例えば、濾材シートとして熱可塑性繊維を含むシートを
用いる場合には、不純物が濾過部中に残らず、融着面積が小さい（有効濾過面積の減少が
少ない）点で、超音波により融着することが好ましい。
【００４８】
本発明の筒状フィルタ部材の濾材壁は、従来公知の任意の濾材用材料、例えば、繊維質材
料（例えば、編物、織物、不織布、紙、又はこれらの複合体など）、ネット、有孔フィル
ム、又はメンブレンなどから形成することができ、これらを単独で、又は組み合わせて使
用することができる。
【００４９】
本発明の筒状フィルタ部材においては、前記の濾材壁を通常の濾材用材料から形成するこ
とができるだけでなく、機能性を有する濾材用材料から形成することもできるし、機能性
を有する物質（機能性物質）を保持させた濾材用材料から形成することもできる。前記機
能性としては、例えば、ガス浄化性、色素浄化性、金属イオン吸着性、微生物吸着性、脱
臭性、抗菌性、防黴性、親水性、又は帯電防止性などを挙げることができる。機能性を有
する濾材用材料は、例えば、機能性を有する材料（例えば、活性炭繊維）から形成したり
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、機能性物質を例えば、繊維に練り込むことによって調製することができ、また、機能性
物質を保持させた濾材用材料は、濾材用材料に機能性物質を、例えば、吸着又は含浸させ
ることによって調製することができる。なお、粒子保持性を高めるために、放電処理（例
えば、エレクトレット処理、又はプラズマ処理など）を施した濾材用材料を用いることも
できる。
【００５０】
また、本発明の筒状フィルタ部材における微小筒状セルのセル空間内に、濾過材（例えば
、ガス浄化物質、色素浄化物質、金属イオン吸着物質、微生物吸着物質、脱臭剤、抗菌剤
、防黴剤、親水化剤、又は帯電防止剤）を充填することもできる。この場合には、濾過材
を充填した微小筒状セルの上面及び下面の両方を閉鎖することが好ましい。また、濾過材
に対して、放電処理（例えば、エレクトレット処理又はプラズマ処理など）を施して粒子
保持性を高めることもできる。
セル空間内に濾過材を充填する場合には、筒状フィルタ部材の濾過部を構成する微小筒状
セル全部に、濾過材を充填することもできるし、一部の微小筒状セルに濾過材を充填する
こともできる。また、セル空間内に充填する濾過材の種類及び／又は量についても、濾過
材を充填する微小筒状セルにおいて全て一致させることもできるし、あるいは、変化させ
ることもできる。例えば、各セル空間内に充填する濾過材の量を変化させて粗密差を設け
ることにより、流量を大きくすることができると共に筒状フィルタ部材の使用寿命を長く
することができる。
【００５１】
本発明の筒状フィルタ部材においては、濾過部の中央部に筒状縦孔を設ける。前記筒状縦
孔は、その長さ方向が、各微小筒状セルの長さ方向と実質的に平行であるように設ける。
前記の製法によれば、断面形状が円形である筒状縦孔１個が、濾過部の中央部に形成され
ることになるので、これ以外の断面形状［例えば、楕円形、又は多角形、例えば、三角形
、平行四辺形（例えば、正方形、長方形、菱形、又は台形）、若しくは六角形）］を採用
する場合には、変形可能微小筒状セル集合体の変形及び固定が終了した後に、所望により
、適当な切断除去加工を施すことによって、あるいは、濾過部の内側側面に設けることの
できる形状保持具を適用することにより、筒状縦孔の断面形状を変更することができる。
【００５２】
本発明による筒状フィルタ部材において、筒状縦孔の上面及び下面は両方とも、前記の製
法から明らかなように開口面であるが、所望により、得られた筒状フィルタ部材を更に加
工することによって、上面又は下面のいずれか一方のみを開口面とし、残る一方が閉鎖さ
れていることもできる。
例えば、前記の筒状縦孔の上面及び下面の両方が開口面となる場合は、その筒状縦孔は筒
状フィルタ部材の長さ方向（上面から下面への方向）に上面から下面まで延びる貫通孔と
なる。
一方、変形可能微小筒状セル集合体の変形及び固定が終了した後に、上面及び／又は下面
を、筒状濾材壁と同様の濾材用材料によって、あるいは適当な封止手段によって閉鎖する
ことにより、前記のように筒状フィルタ部材の長さ方向に上面から下面まで延びる筒状縦
孔の上面又は下面（筒状フィルタ部材の上面又は下面と一致する）のいずれか一方を閉鎖
することができる。
また、場合により、多数の流体通過用細孔を側壁に有する硬質管（中空パイプ）を、筒状
フィルタ部材の筒状縦孔に挿入し、筒状フィルタ部材における濾過部の内側壁面と、前記
硬質管の外側側面とを接触させて設けることもできる。
【００５３】
以上の説明から明らかなように、本発明の筒状フィルタ部材においては、濾過部が微小筒
状セル群（例えば、ハニカム構造セル群など）からなるので、微小筒状セルの形状に由来
する種々の特性、例えば、優れた形状保持性、又は所望の濾過性能を得ることができる。
【００５４】
本発明の筒状フィルタ部材は、それを単独で用いて筒状フィルタとすることもできるし、
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筒状フィルタ部材を複数個組合せて筒状フィルタとすることもできるし、あるいは、他の
公知の筒状フィルタ部材（例えば、濾材用材料を折り加工した筒状フィルタ部材）と組合
せて筒状フィルタとすることもできる。更には、先に説明したように、微小筒状セルのセ
ル空間内に濾過材を充填した筒状フィルタとすることもできる。
本発明の筒状フィルタ部材を複数個組合せて使用する場合には、濾過特性が等しい筒状フ
ィルタ部材のみを組合せることもできるし、濾過特性が異なる２種類以上の筒状フィルタ
部材を組合せて用いることもできる。また、本発明の筒状フィルタにおいては、本発明の
筒状フィルタ部材のみを複数個組合わせて使用することもできるし、あるいは、本発明の
筒状フィルタ部材を少なくとも１個含む限り、本発明の筒状フィルタ部材と従来公知の筒
状フィルタ部材とを複数個組合わせて使用することもできる。
【００５５】
このような本発明の筒状フィルタの一態様を、図７に模式的に示す。図７は、本発明の筒
状フィルタ１０をその上面１１から見た模式的平面図である。なお、図７は、筒状フィル
タ１０を構成する各筒状フィルタ部材の配置関係を示すことが目的であるので、濾過部に
含まれている微小筒状セルを図示せずに省略した。図７に示す筒状フィルタ１０は、濾過
特性の異なる２個の筒状フィルタ部材、すなわち、外側に位置する筒状フィルタ部材１ａ
と、内側に位置する筒状フィルタ部材１ｂとからなる。前記の内側筒状フィルタ部材１ｂ
は、濾過部２ｂと中央貫通孔（筒状縦孔）３とからなり、前記の外側筒状フィルタ部材１
ａは、濾過部２ａとその内側にある中央貫通孔（筒状縦孔）とからなる。前記の外側筒状
フィルタ部材１ａの濾過部２ａの内径と、前記の内側筒状フィルタ部材１ｂの濾過部２ｂ
の外径とは、実質的に一致し、濾過部２ａの内側側面２２ａと、濾過部２ｂの外側側面２
１ｂとが密着するように、筒状フィルタ部材１ａの中央貫通孔（筒状縦孔）に、筒状フィ
ルタ部材１ｂがはめ込まれている。
【００５６】
図７に示す筒状フィルタ１０において、求心方向に被処理流体を通過させるように使用す
る場合には、例えば、目の粗い濾材用材料を用いて外側筒状フィルタ部材１ａの濾過部２
ａを形成し、外側筒状フィルタ部材１ａよりも目の細かい濾材用材料を用いて内側筒状フ
ィルタ部材１ｂの濾過部２ｂを形成する。まず、外側濾過部２ａを被処理流体が通過する
際に、捕集対象粒子の内、粒径の大きな粒子が捕集され、次に、内側濾過部２ｂを通過す
る際に、粒径の小さな粒子が捕集される。内側濾過部２ｂを通過する被処理流体は、粒径
の大きな粒子のほとんどが既に除去されているので、粒径の大きな粒子による内側濾過部
２ｂの目詰まりを顕著に減少させることができ、筒状フィルタ１０の寿命を延長させるこ
とができる。
遠心方向に被処理流体を通過させる場合には、目の粗い濾材用材料を用いて内側筒状フィ
ルタ部材１ｂの濾過部２ｂを形成し、内側筒状フィルタ部材１ｂよりも目の細かい濾材用
材料を用いて外側筒状フィルタ部材１ａの濾過部２ａを形成することにより、同様の効果
を得ることができる。
【００５７】
本発明の筒状フィルタにおいては、本発明の筒状フィルタ部材に、公知フィルタ（例えば
、微小筒状セルを含まない公知フィルタ）を構成することのできる濾過部材及び／又は公
知の補助部材を更に組合せることもできる。
例えば、微小筒状セルを含まない公知フィルタを構成することのできる濾過部材であるシ
ート状濾材を、本発明の筒状フィルタ部材に組合わせた態様を図８に示す。図８は、本発
明の筒状フィルタ１０をその上面１１から見た模式的平面図である。なお、図８は、筒状
フィルタ１０を構成する各筒状フィルタ部材の配置関係を示すことが目的であるので、濾
過部に含まれている微小筒状セルを図示せずに省略した。図８に示す筒状フィルタ１０で
は、筒状フィルタ部材１における濾過部２の周囲に、シート状濾材８を巻回して設けてい
る。前記シート状濾材８を設けることにより、保形性を向上させることができると共に、
使用寿命を延ばすことができる。
【００５８】
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本発明の筒状フィルタにおいて組合せることのできる前記の公知の補助部材としては、例
えば、筒状縦孔の内部に密着させて設けることのできる、多数の流体通過用細孔を側壁に
有する硬質管（中空パイプ）、濾過部の外側側面に密着させて設けることのできる保形材
、又は筒状フィルタ部材若しくは筒状フィルタの上面及び／若しくは下面を封止すること
のできるエンドキャップなどを挙げることができる。
【００５９】
【発明の効果】
本発明の筒状フィルタ部材は、濾過部が微小筒状セル群からなるので、微小筒状セルの形
状に由来する特性（例えば、形状保持性及び／又は優れた濾過性能）を有する。また、本
発明の筒状フィルタ部材によれば、広範囲の粒径分布を有する被処理流体を濾過すること
ができる。更には、本発明の筒状フィルタ部材では保形材を設ける必要がないので、筒状
フィルタ部材の濾過面積を増加させ、使用寿命を延ばすことができる。
また、本発明の製造方法によれば、このような優れた効果を有する本発明の筒状フィルタ
部材を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１態様の筒状フィルタ部材を上面側から見た斜視図である。
【図２】図１の筒状フィルタ部材の一部を上面側から見た拡大部分平面図である。
【図３】図１の筒状フィルタ部材の別の一部を上面側から見た拡大部分平面図である。
【図４】本発明の筒状フィルタ部材の製造方法に用いることのできる変形可能微小筒状セ
ル集合体を上面側から見た斜視図である。
【図５】図４の変形可能微小筒状セル集合体の一部を上面側から見た拡大部分平面図であ
る。
【図６】変形途中である図４の変形可能微小筒状セル集合体を上面側から見た斜視図であ
る。
【図７】本発明の１態様の筒状フィルタを上面側から見た模式的平面図である。
【図８】本発明の別の１態様の筒状フィルタを上面側から見た模式的平面図である。
【図９】従来公知のフィルタを上面側から見た斜視図である。
【符号の説明】
１・・筒状フィルタ部材；２・・濾過部；３・・中央貫通孔；
４・・微小筒状セル；４’・・変形可能微小筒状セル；５・・セル空間；
６・・筒状濾材壁；８・・シート状濾材；
９・・変形可能微小筒状セル集合体；１０・・筒状フィルタ；
１１・・上面；１２・・下面；２１・・外側側面；２２・・内側側面；
６１・・折り曲げ濾材板；６２・・接触面；６３・・平面状濾材板；
６４，６５・・接触面；６６・・端部領域；６７・・周囲空間露出セル濾材壁；
９１・・上面；９２・・下面；９３・・結合用側面；
９４・・濾過部内側側面形成用側面；９５・・濾過部外側側面形成用側面；
１００・・フィルタ；４００・・筒状セル；６００・・セル濾材壁。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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